
支援事業の内容は？？

置賜文化フォーラムは、山形県置賜総合支庁、置賜３市５町、芸術文化協会、
置賜教育事務所で組織し、置賜地域における文化振興を図る取組みを行っています。

置賜文化フォーラム事務局（置賜総合支庁総務課連携支援室内）

実施要綱等ダウンロード先：http://okibun.jp/

TEL:0238-26-6021

申請先

最高３０万円

補助！

○置賜文化フォーラムが補助金を交付して支援します！

○対象となる団体は、置賜地域の団体または住民を主体とした団体です

○対象となる事業は、置賜地域で行う文化芸術の講演、展示、

ワークショップ等です

○対象となる実施形態は以下のとおりです

詳しくは実施要綱をご確認ください

来場型 来場者を会場に集めて開催するもの

ＷＥＢ活用型 ＷＥＢ上で開催・公開するもの

刊行物発表型
公演や作品等を収録した電子記録媒体・冊子等を
刊行するもの


